
看護学生が行う実習について 

 

 

 

○ 看護基礎教育における技術教育のあり方に関する検討会報告書 

（平成１５年３月１７日）（抜粋） 

 

３ 学生の臨地実習に係る保健師助産師看護師法の適用の考え方 

 看護師等の資格を有しない学生の看護行為も、その目的・手段・方法が、社会通念

から見て相当であり、看護師等が行う看護行為と同程度の安全性が確保される範囲

内であれば、違法性はないと解することができる。 

 すなわち、(1)患者・家族の同意のもとに実施されること、(2)看護教育としての正当な

目的を有するものであること、(3)相当な手段、方法をもって行われることを条件にする

ならば、その違法性が阻却されると考えられる。 

 ただし、(4)法益侵害性が当該目的から見て相対的に小さいこと（法益の権衡）、(5)当

該目的から見て、そのような行為の必要性が高いこと（必要性）が認められなければな

らないが、正当な看護教育目的でなされたものであり、また、手段の相当性が確保さ

れていれば、これらの要件は満たされるものと考えられる。 
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○ 臨床実習検討委員会最終報告（平成３年５月１３日）（抜粋） 

 

６．臨床実習に係る医師法の適用 

２）臨床実習に係る医師法の適用 

ア）違法性の有無 

医師法で無免許医業罪が設けられている目的は、患者の生命・身体の安全を保

護することにある。したがって、医学生の医行為も、その目的・手段・方法が、社会通

念から見て相当であり、医師の医行為と同程度の安全性が確保される限度であれ

ば、基本的に違法性はないと解することができる。 

具体的には、指針により医学生に許容される医行為について、①侵襲性のそれほ

ど高くない一定のものに限られること、②医学部教育の一環として一定の要件を満

たす指導医によるきめ細かな指導・監督の下に行われること、③臨床実習を行わせ

るに当たって事前に医学生の評価を行うことを条件とするならば、医学生が医行為

を行っても、医師が医行為を行う場合と同程度に安全性を確保することができる。ま

た、医学生が医行為を行う手段・方法についても、上記の条件に加え、④患者等の

同意を得て実施することとすれば、社会理念から見て相当であると考えられる。 

したがって、医学生が上記に掲げた条件の下に医行為を行う場合には、医師法上

の違法性はないといえる。 

2




